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本
法
律
案
は
、
住
民
の
生
活
、
地
域
社
会
及
び
地
域
経
済
の
安
定
等
の
公
共
上
の
見
地
か
ら
そ
の
地
域
に
お
い
て
確
実
に
実

施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
事
務
及
び
事
業
で
あ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
自
ら
主
体
と
な
っ
て
直
接
に
実
施
す
る
必
要
の
な
い

も
の
の
う
ち
、
民
間
の
主
体
に
ゆ
だ
ね
た
場
合
に
は
必
ず
し
も
実
施
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
地
方
公
共
団
体
が
認
め

る
も
の
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
わ
せ
る
た
め
、
地
方
独
立
行
政
法
人
の
制
度
を
設
け
、
そ
の
運
営
の
基
本
そ
の
他
の
制
度

の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
対
象
業
務

地
方
独
立
行
政
法
人
の
対
象
と
す
る
業
務
は

試
験
研
究

大
学
の
設
置
・
管
理

公
営
企
業
に
相
当
す
る
事
業
の
経
営

、

、

、

、

社
会
福
祉
事
業
の
経
営
、
そ
の
他
公
共
的
な
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
設
置
・
管
理
と
す
る
。

二
、
設
立

地
方
公
共
団
体
が
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
て
定
款
を
定
め
、
総
務

大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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三
、
財
産
的
基
礎

１

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
そ
の
業
務
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
資
本
金
そ
の
他
の
財
産
的
基
礎
を
有
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

地
方
公
共
団
体
で
な
け
れ
ば
、
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

四
、
役
職
員
の
身
分
等

１

地
方
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
、
業
務
の
停
滞
が
住
民
の
生
活
、
地
域
社
会
若
し
く
は
地
域
経
済
の
安
定
に
直
接
か
つ
著

し
い
支
障
を
及
ぼ
す
法
人
又
は
業
務
に
お
け
る
中
立
性
及
び
公
正
性
の
確
保
を
特
に
図
る
必
要
が
あ
る
法
人
の
役
職
員
に

は
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
公
務
員
の
身
分
を
付
与
す
る
。

２

地
方
独
立
行
政
法
人
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
一
人
、
副
理
事
長
、
理
事
及
び
監
事
を
置
く
。

３

理
事
長
及
び
監
事
は
、
設
立
団
体
（
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
長
が
任
命
す
る
。

。

４

副
理
事
長
及
び
理
事
は
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

５

地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
は
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

五
、
中
期
目
標
等
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１

設
立
団
体
の
長
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、
三
年
以
上
五
年
以
下
の
期
間
に
お
い
て
中
期
目
標
を
定
め
、
地
方
独
立
行

政
法
人
に
指
示
す
る
。

２

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
中
期
目
標
に
基
づ
き
中
期
計
画
を
作
成
し
、
設
立
団
体
の
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
中
期
計
画
に
基
づ
き
年
度
計
画
を
定
め
、
設
立
団
体
の
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
各
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
、
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
評
価

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
、
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の

評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

設
立
団
体
の
長
は
、
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
お
い
て
、
地
方
独
立
行
政
法
人
の
組
織
及
び
業
務
の
全
般
に
わ
た

る
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

六
、
財
務
及
び
会
計

１

地
方
独
立
行
政
法
人
の
会
計
は
、
原
則
と
し
て
企
業
会
計
原
則
に
よ
る
。
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２

地
方
独
立
行
政
法
人
に
よ
る
財
務
諸
表
等
の
作
成
、
そ
の
設
立
団
体
の
長
へ
の
提
出
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け

る
。

七
、
財
源
措
置
等

１

設
立
団
体
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
の
全
部
又
は
一
部
に

相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
長
期
借
入
金
及
び
債
券
発
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
設
立
団
体
か
ら
の
長
期

借
入
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八
、
特
例

大
学
の
設
置
・
管
理
を
行
う
地
方
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
、
役
職
員
を
非
公
務
員
と
す
る
ほ
か
、
理
事
長
と
学
長
を

別
に
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
特
例
を
設
け
る
と
と
も
に
、
公
営
企
業
に
相
当
す
る
事
業
の
経
営
を
行
う

地
方
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
も
所
要
の
特
例
を
設
け
る
。

九
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


